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みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１ 県は、地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚を図るため、県内の二酸

化炭素排出削減等の環境負荷の低減に資する設備及び機器の設置等に要する経費に

ついて、予算の範囲内でみやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和 51

年宮城県規則第 36 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において、「事業者」とは、県内に事業所を置く法人その他の団体（ただ

し、市町村、一部事務組合その他知事が別に定めるものを除く。）又は県内の住所地、

居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者をい

う。 

 

（補助金の交付対象等） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内の事業所に

二酸化炭素の排出削減に資する設備若しくは機器（以下「設備等」という。）を設置す

る事業で、別表１に定める事業とする。 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２のとお

りとする。 

３ 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、以下の全ての要件

に適合する事業者とする。 

（１）全ての県税に未納がないこと。 

（２）過去３年間に、交付決定を受けた環境政策課所掌の補助金において、交付決定の

取消しを受けていないこと。 

（３）過去３年間に、別表３に掲げる法令に違反し、これらの法令に基づく処罰又は命

令その他不利益処分を受けていないこと。 

（４）物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（平成 27 年４月１日施行）第２

条第１項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者等指名停止

要領（平成 27 年４月 1 日施行）第２条第１項の規定による指名停止を受けていな

いこと。 

（５）暴力団排除条例（平成 22 年宮城県条例第 67 号）に規定する暴力団又は暴力団員

等でないこと。 

（６）別表１の２に該当する事業にあっては、自己所有、ＰＰＡ又はファイナンス・リ

ースにより再生可能エネルギー等設備の導入を行う事業者であり、かつ当該設備

を所有していること。 

 

（補助金の額等）  
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第４ 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に交付する補助金

の補助率、補助限度額及び補助事業期間は、別表４のとおりとする。 

２ 補助事業者は、設備整備事業にあっては、この補助金と併せて他の補助金等（県単

独事業である補助金等（みやぎ環境交付金事業として実施される市町村補助金等を除

く。）を除く。）の交付を受けることができる。 

３ 他の補助金等の交付を受ける場合、この補助金の額と、他の補助金等のうちこの補

助事業に係る補助金等の額の合計額が、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額を超

えることはできない。ただし、みやぎ環境交付金事業として実施される市町村補助金

等を除く。 

４ 補助金の交付額は別表２の補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。なお、そ

の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（募集及び申請方法等）  

第５ 知事は、別に期間を定めて補助金の交付を申請する者（以下「交付申請者」とい

う。）を募集するものとする。   

２ 交付申請者は、知事が別に定める期間内に、様式第１号による補助金交付申請書を

知事に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、別表５のと

おりとする。 

４ 知事は、補助金交付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容が第３に定め

る補助金の交付対象等の要件に適合するものを受理するものとし、申請書の提出時点

で不備のあるものにあっては、補正が完了した時点で受理する。 

５ 交付申請者は、別表１に掲げる一の事業に対して、複数の申請を行うことはできな

い。ただし、別表１に掲げる２の事業において、申請者がリース事業者又はＰＰＡ事

業者の場合で、需要家が異なる場合は除く。 

６ 交付申請者は、交付決定前に申請を辞退する場合、様式第２号による補助金交付申

請辞退届を知事に提出しなければならない。  

 

（申請の際の消費税及び地方消費税） 

第６ 交付申請者は、申請する補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補助

対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年

法律第 108 号）及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づく仕入に係る消費税

及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同

じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係

る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでな

い。 

（交付決定等）  

第７ 知事は、受理した補助金交付申請について、別に定める審査会により総合評価を

行う。 

２ 知事は、補助事業が確実かつ効果的に実施されると認めるときは、予算の範囲内で
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交付の決定を行う。 

３ 知事は、前項の規定による交付の決定を行った後、補助事業の廃止等により予算に

余剰が生じた場合、順位を繰り上げて交付の決定ができるものとする。 

４ 知事は、第１項の審査を行う際、又は交付の決定後において、必要に応じて外部有

識者の意見を聴くことができるものとする。 

５ 知事は、第２項の規定による交付の決定を行った場合、速やかに補助事業者等に通

知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第８ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。  

（１）補助事業者は、規則、要綱、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。 

（２）補助事業者は、知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必

要に応じて報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応じ

ること。  

（３）補助事業者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分（別表２

の費目欄に定める経費ごとの配分額をいう。）の変更をする場合においては、あら

かじめ、様式第３号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。

ただし、補助事業の目的に影響しない次に掲げるいずれかに該当する軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

ア 補助対象経費の総額の 20％以内の減少 

イ 設備費又は工事費が変更前の配分額から 20％を超えて増減する場合を除く、補

助事業に要する経費間の増減 

ウ 補助対象経費の総額に変更が無く、経費間の増減が無い仕様等の変更 

エ その他知事が必要と認めるとき。  

（４）補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第４号に

よる中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 

（５）補助金の交付の決定のあった日の属する県の会計年度（以下「補助金交付決定年

度」という。）内のうち、別表４に定める日までに事業が完了すること。 

（６）補助事業者は、別表４に定める日までに補助事業が完了しないことが明らかにな

った場合は、速やかに、様式第５号による事業遅延等報告書を知事に提出してその

指示を受けること。 

（７）補助事業者は、補助事業の完了後、別に定めるところにより、対象設備等の運用

状況等の補助事業の効果を知事に報告をすること。 

（８）補助事業者が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定を取り消し、補助金

の返還を命じることがあること。 

ア 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

イ 補助事業に関して、虚偽の申請等の不正、報告の遅延等の怠慢その他不適当な

行為をしたとき。 

ウ 別表３に掲げる法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けたとき。 
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エ 暴力団排除に関する誓約事項に違反したとき。 

オ 知事の承認を受けずに、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）の利用を中止し、又は処分したとき。 

カ 正当な理由なく、補助事業による二酸化炭素排出削減量等の目標を著しく  下

回ったとき。 

（９）補助事業者は、取得財産等については、善良なる管理者の注意をもって管理し、

その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産

等を処分（補助金の交付の目的に反して、転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄

又は担保等に供することをいう。以下同じ。）しようとするときは、あらかじめ知

事の承認を受けること。 

（10）この要綱により補助金を交付した事業の補助事業名、補助事業者名、所在地、補

助事業の内容等を県が公表することに同意すること。 

（11）県が実施する他の補助事業（みやぎ環境交付金事業として実施される市町村補助

金等を除く。）と併用しないこと。  

（12）前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために知事が必要と

認めた条件を満たすこと。 

 

（交付決定の取消し）  

第９ 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合には、交付決定を取り消し、

補助金の返還を命じることができる。 

（１）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（２）補助事業に関して、虚偽の申請等の不正、報告の遅延等の怠慢その他不適当な行

為をしたとき。 

（３）別表３に掲げる法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けたとき。 

（４）暴力団排除に関する誓約書に虚偽がある、又は、違反したとき。 

（５）補助事業が、補助金交付決定年度内に完了しないとき。 

（６）知事の承認を受けずに、取得財産等の利用を中止し、又は処分したとき。 

（７）補助事業に関して、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこれ

に基づく知事の処分に違反したとき。 

（８）その他知事が必要と認めるとき。 

 

（補助事業の実施）  

第 10 補助事業者は、第７第５項の規定による補助金の交付決定の通知を受領した後、

速やかに補助事業に着手しなければならない。  

２ 補助事業の着手日は、補助事業の全部又は一部を実施するために必要な売買、請負、

その他の契約を締結した日とし、当該着手日は交付決定日以降でなければならない。 

３ 補助事業者は、やむを得ない理由により、当該交付決定前に事業に着手する必要が

あるときは、あらかじめ様式第６号による交付決定前着手届を知事に提出しなければ

ならない。 

４ 補助事業の完了日は、設備等が稼働できる状態（許認可が必要な設備等にあっては、
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その取得等を含む。）となり報告書等として取りまとめが完了した日、かつ、補助事

業に関する支払が完了した日とする。 

 

（実績報告等）  

第 11 補助事業者は、補助事業の完了日から 30 日を経過した日又は別表４に定める補

助事業完了期限のいずれか早い日までに、様式第７号による実績報告書を知事に提出

しなければならない。ただし、知事は、必要と認める場合に別途提出期限を定めるこ

とができる。 

２  前項の規定による実績報告書に添付しなければならない書類は別表６のとおりと

する。 

 

（実績報告に係る消費税及び地方消費税） 

第 12 補助事業者は、第 11 第１項の規定による実績報告を行うに当たって、当該補助

金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税

及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定）  

第 13 知事は、補助事業者から実績報告書を受理した後、その内容を審査し、交付すべ

き補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。  

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、様式第８号により

速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければな

らない。 

 

（補助金の支払）  

第 15 知事は、第 13 の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者

に対し補助金の支払を行うものとする。  

 

（状況報告等）  

第 16 規則第 10 条の規定による報告は、様式第９号によるものとし、補助金交付決定

年度の 11 月末日現在における補助事業の進捗状況を、補助金交付決定年度の 12 月 10

日までに知事に報告しなければならない。ただし、別表１の１の事業を除く。 

２ 知事は、前項の規定による報告のほか、必要と認めるときは、補助事業者に対して

補助事業の遂行状況について報告を求め、又は現地調査を行い、補助金の使用状況を

調査することができるものとする。  

 

（事業完了後の経過報告） 

第 17 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する県の会計年度（以下「補助事業完
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了年度」という。）の終了後１年間の事業経過について、様式第 10 号による補助事業

経過報告書を、当該会計年度終了の日から 30 日以内に、知事に報告しなければなら

ない。  

２ 知事は、必要と認めるときは、前項の規定による提出の対象となった年度の翌年度

から２年間の事業経過についても、補助事業者から報告書の提出を求め、現地調査を

行うことができるものとする。 

 

（環境価値の取扱い） 

第 18 補助事業者は、補助事業により取得した財産により生み出される環境価値を他

に利用する場合、知事に協議しなければならない。 

 

（取得財産等の管理）  

第 19 補助事業者は、取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）

の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従

ってその適正な運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第 20 補助事業者は、取得財産等の法定耐用年数の期間内において、当該取得財産等を

処分しようとするときは、あらかじめ様式第 11 号による財産処分承認申請書を知事

に提出し、その承認を受けなければならない。  

２ 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、１件当たりの取得価格又は効用

の増加額が 50 万円以上の機械装置、重要な器具その他財産とする。 

３ 補助事業者は、第１項により承認を受けた当該財産の処分を行った場合は、様式第

12 号による取得財産の処分に係る報告書を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、第１項の規定により取得財産等の処分を承認した場合において、当該補助

事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（地位の承継） 

第 21 補助事業者であるＰＰＡ事業者が取得財産等を所有している場合に、当該ＰＰ

Ａ事業者がＰＰＡ契約満了後に、需要家に対し、補助対象財産を譲渡した場合は、当

該需要家は補助対象者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により補助対象者の地位を承継した者は、その承継の日から 30 日以内

に、様式第 13 号による地位承継届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の提出）  

第 22 この要綱により知事に提出する書類は原則電子データとし、環境生活部環境政

策課へ提出するものとする。  

 

（取組の推進） 
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第 23 補助事業者は、補助事業の完了後も二酸化炭素排出削減等の環境負荷の低減に

模範的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 補助事業者は、補助事業で取得した財産にその旨を表示しなければならない。 

３ 補助事業者は、地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚を図るために県が

行う取組に協力するよう努めるものとする。 

 

（成果の公表） 

第 24 県は、地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚を図るため、補助金を交

付した事業の補助事業名、補助事業者名、所在地、補助事業の内容等を公表すること

がある。 

 

（その他）  

第 25 この要綱に定めるもののほか、補助金の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度予算に係る補助金に適用

する。ただし、第 18 の規定は、平成 29 年度以前の予算に係る補助金にも適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

３ 新エネルギー設備導入支援事業補助金交付要綱（平成 29 年４月 12 日施行）は、廃

止する。なお、同要綱に基づき補助金を交付した事業は、以降本要綱の定めるところ

によるものとする。 

（準備行為） 

４ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 31 年４月１日から施行し、平成 31 年度予算に係る補助金に適用

する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金に適用す
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る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金に適用す

る。ただし、令和２年度以前にクリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業実施要

綱第３第３項の認定を受けた事業者等に対する補助金の交付対象となる事業、経費、

補助率等及び事業経過報告については、なお従前の例による。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付要綱、再生可能エネルギー等設備

導入支援事業補助金交付要綱、クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業実施要

綱及びクリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金交付要綱の廃止） 

３ 省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付要綱（令和２年４月１日施行）、

再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱（令和２年４月１日施行）、

クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業実施要綱（平成 31 年４月１日施行）

及びクリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金交付要綱（令和２年４月１

日）は廃止する。ただし、省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金交付要綱中

第 17 から第 21 までの規定、再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱

中第 19 から第 22 までの規定及びクリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補

助金交付要綱中第 18 から第 22 までの規定については、なおその効力を有する。 

（準備行為） 

４ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

３ みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱（令和３年４月１日施行）は廃

止する。ただし、みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱（令和３年４月

１日施行）中第 18 から第 26 までの規定、省エネルギー・コスト削減実践支援事業補

助金交付要綱（令和２年４月１日施行）中第 17 から第 21 までの規定、再生可能エネ
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ルギー等設備導入支援事業補助金交付要綱（令和２年４月１日施行）中第 19 から第

22 までの規定及びクリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金交付要綱（令

和２年４月１日）中第 18 から第 22 までの規定については、なおその効力を有する。 

（準備行為） 

４ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金に適用す

る。ただし、令和４年度にみやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱第７第

２項の認定を受けた事業者等に対する補助金の交付対象となる事業、経費、補助率等

及び産学官連携会議については、なお従前の例による。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用す

る。ただし、令和５年度にみやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱第７第

２項の認定を受けた事業者等に対する補助金の交付対象となる事業、経費、補助率等

及び産学官連携会議については、なお従前の例による。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用す

る。ただし、令和６年度にみやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金交付要綱第７第

２項の認定を受けた事業者等に対する補助金の交付対象となる事業、経費、補助率等

については、なお従前の例による。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 



10 

 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

（準備行為） 

３ 規則第３条第１項の規定による交付申請その他の準備行為は、この要綱の施行日前

においても行うことができる。 

 


